
いいらん‖月号卜 刻‐|

平
成
万
。■
年
庫

一
僣
麟
争
（指
名
競
争
）参
加
資
格

書
責
申
請
新
視
・要
新
憂
付
に
つ
い
て

平
成
２５

ｏ
２６
年
度
の

一
般
競
争
参
加
資
格
審
査
を

左
記
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

受
付
期
間
一　
平
成
２５
年
１
月
７
日

（月
）
～
３‐
日

（本
）

※
土
日

・
祝
祭
日
は
除
＜

受
付
時
間

　
客
鰤

‐ ９
鵬
“
釧
則

４ ３０
い

（時
間
厳
守
）

有
効
期
間
　
平
成
２５
年
４
月
１
日
～
平
成
２７
年
３
月
３‐
日

提
出
方
法
　
持
参
の
み

（郵
送
は
不
可
）

注
意
事
項

１
受
付
期
間
中
、
窓
□
が
混
雑
す
る
た
め
同
時
に
電

子
入
札
の
電
子
入
札
利
用
者
登
録
番
号
の
配
布
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
請
す
る
日
の
２
日
以
上
前

（休
日
を
除
＜
）
ま
で
に
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

２
主
に
、
調
査
業
務
等
に
お
い
て
、
建
設
業
関
連
業

務
で
の
申
請
か
物
品

・
役
務
提
供
で
の
申
請
か
、

そ
の
区
別
に
苦
慮
す
る
項
目
が
あ
り
ま
す
が
、
下

田
市
に
お
い
て
は
、
建
設
工
事
に
伴
う
調
査
業
務

等
は
建
設
業
関
連
業
務
で
扱
い
、
建
設
工
事
を
伴

わ
な
い
調
査
業
務
に
つ
い
て
は
役
務
提
供
で
扱
い

ま
す
。

※
ご
不
明
な
点
、
質
問
は
左
記
ま
で

提
出

日
間
合
せ
先

総
務
課
検
査
係
　
８
②
３
９
１
２

美
味
し
く
食
べ
て
、
い
つ
ま
で
も
元
気
で
い

る
た
め
に
、
楽
し
く
学
び
ま
し
よ
う
！

（参
加

費
無
料
）

日
時
　
１２
月
４
日

（火
）

午
前
９
時
３０
分
～
午
後
２
時
∞
分

会
場
　
中
央
公
民
館
大
会
議
室

内
容
　
一局
血
圧
予
防
の
講
話

・
調
理
実
習

対
象
　
市
内
在
住
４０
歳
か
ら
７９
歳
ま
で
の
方

定
員
　
２０
名

（先
着
順
）

持
ち
物
　
筆
記
用
具
、
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、

飲
み
物
、
箸
、
健
診
結
果

（お
持
ち
の
方
）
、

み
そ
汁

（普
段
飲
ん
で
い
る
濃
さ
で
１０
∝
程
度
）

申
込
期
限
　
＝
月
２６
日

（
月
）

申
込

Ｅ
問
合
せ
先

健
康
増
進
課
健
康
づ
＜
り
係
　
●
②
２
２
１
７

企
業
等
が
学
生
に
対
し
、
働
き
や
す
い
職
場

づ
＜
り
や
女
性
登
用
促
進
、
業
務
内
容
、
将
来

の
採
用
計
画
等
を
説
明
し
ま
す

（予
約
不
要
）
。

日
時
　
１２
月
１５
日

（
土
）
午
後
１
時
～
５
時

会
場
　
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
あ
ざ
れ
あ

対
象
　
静
岡
県
内
に
就
職
希
望
す
る
学
生

問
合
せ
先

静
岡
県
男
女
共
同
参
画
課

８
０
５
４
１
２
２
１
１
２
８
２
４

‖日25日～

12月 1日

「3E罪被害者週間」

犯
罪
被
害
者
は
、
犯
罪
被
害
に
よ
る
直

接
被
害
の
ほ
か
に
、
精
神
的
、
経
済
的
、

時
間
的
な
困
難
や
負
担
、
報
道
に
よ
る
ス

ト
レ
ス
な
ど
被
害
後
に
生
じ
る
二
次
的
被

害
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
人
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
家
族
の
方
も

「突
然
の
こ
と
で
何
を
ど
う
し
て
良
い
の

か
分
か
ら
な
い
」

「法
律
的
な
こ
と
や
今

後
の
こ
と
を
相
談
し
た
い
」

「専
門
的
な

ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
い
」
と
い
う
と
き

は
た
め
ら
わ
ず
に
左
記
間
含
せ
先
ま
で
相

談
を
。
秘
密
は
厳
守
。
相
談
は
無
料
で
す
。

問
合
せ
先

下
田
警
察
署
警
務
課
相
談
係

８
④
０
１
１
０

静
岡
県
警
察
本
部
警
察
相
談
課

犯
罪
被
害
者
支
援
室

８
０
５
４
１
２
７
１
１
０
１
１
０

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

静
岡
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

８
０
５
４
１
２
０
９
１
５
５
３
３


